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第５章英国の金本位制復帰と資本主義的混合経済の模索

　§１

　１９２５年４月 ・英国は旧平価（金１オソス＝３ポソド１７シリソグ１０ペソス２分の１
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
１ポソド＝４８６ドル）で金本位制度に復帰した。　般に英国では，金本位制度へ

の復帰は，戦前の経済体制 ・秩序への当然の復帰であり ，これによっ て英国経
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）済は苦境を脱し，繁栄への道を進むものと信じられていた

。

　周知のように・ヶイ：■ズはｒ貨幣改革論』において金本位制度を厳しく批判
　　　　　　　　　　　　　…）
し， 管理通貨制を推奨したが，それ以上に物価水準 ・貨幣賃金率の下落を強い

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７２）



　　　　　　　　　ケイソズの資本主義経済観の彩成と展開（２）（松川）　　　　　　　　　４９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
られるような金本位制復帰に反対であ った。すなわち，２５年頃までの，この問

題に対するケイソスの現実的た見解は復帰慎重論てあり ，それは当時の米国の

金不胎化政策の動向に関連していた。ケイソズの予想は，米国の金不胎化とい

う不合理な政策はいずれ破綻し，その結果，米国でイソフレーショソが生じる

だろうから，ポソトの対外価値は騰貴するだろうというものである 。したが っ

て， もし英国が金本位制度に復帰するたらぱ，それは，米国のイソフレーショ

ソによっ て金の偏在（米国の過大な金の保有）が解消され，均衡的な為替 レート

が実現された後にすべきであるということになる 。なぜなら，はやまっ た旧平

価による金本位制度への復帰は，その後も米国が金不胎化政策を継続するなら

ぱ， 英国はデフレーショソを強いられることになるし，また現行の為替 レート

での金本位制度への復帰は，米国でイソフレーションが生じるたらば，英国は

過剰な金をかかえこむことにたるからである 。いずれにせよ ，時期尚早の金本

位制復帰は賢明な政策ではなく ，現行の変動相場制のもとで事態の推移をみな

がら，国内の貨幣価値の安定化政策をすすめることが緊急かつ重要であるとヶ
　　　　　　　　　　　　　　５）
イソズは主張していたのである 。

　しかし，実際に旧平価による金本位制復帰の実現を可能にしたポソド騰貴は ，

「金本位制復帰近し」という期待にもとづいた投機筋による為替市場でのポソ

ドの思惑く買いによるものであり ，英国の物価水準と貨幣賃金率からみて，事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
実上，それは平価の１０劣程度の切上げを意味していた。このために，英国の輸

出産業は厳しい輸出不振に陥り ，その後も期待された米国のイソフレーシ ョソ

はおこらず，英国は長びく不況と国際収支の不安に悩まされることになるので

ある 。

　§２

　ヶイソスカ事実上の平価切上げである旧平価による金本位制度への復帰に反

対したのは，それが英国（国内）の物価水準と貨幣賃金率の引下げを強制する

からである 。

　平価の切上げは，まず金平価ではか った輸出価格の上昇と輸入価格の下落に

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７３）
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より ・国内と国外の相対価格の不均衡を生じさせ，輸出産業の利潤（＝生産物

価格一生産費）を減少させる 。そしてこれにより ，直接的に被害を受げる「庇護

されない産業（＝輸出産業）」と ，これによっ て不利益をこうむらないｒ庇護さ

れた産業（＝国内産業）」との問に，産業間の不均衡が生じることになる 。この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
ような不均衡の発生が平価切上げの第１の間題である

。

　ところで，金本位制度のもとでは海外でのイソフレーションが期待できない

限り ・この国内と国外の相対価格の不均衡は，国内の物価水準と貨幣賃金率の

下落によっ て調整されなけれはならない。すなわち，旧平価のもとで真の均衡

を達成するためには，国内の物価水準と貨幣賃金率の下落によっ て， 企業の生

産物価格と生産費との問の不均衡およぴ労働者の貨幣賃金率と生計費との問の

不均衡が解消されることが必要となる 。このように貨幣貫金率を含むすべての

財・ サービスの国内価格が均等に下落するという調整過程を強いられるのが
，

　　　　　　　　　　　　　　８）
平価切上げの第２の問題である 。

　この均衡化の調整過程として，次のような理想的なブ 回セスを想定すること
　　　　９）
ができる 。まず，輸入原材料 ・食糧なとの価格の下落がすみやかに経済全体に

波及し・企業の原材料費を低下させ，かつ労働者の実質賃金率を上昇（生計費

を下落）させることにより ，生産物価格と貨幣賃金率の引下げを受げ入れる条

件をととのえる 。他方，輸出産業の不況による失業の増大と貨幣賃金率の切下

げは・国内産業の貨幣賃金率の切下げ圧力として波及し，労働者間の競争と労

働者の移動によっ て， 失業の解消と貨幣賃金率の切下げが実現する。また，産

業問の不均衡は，相対的に高い利潤を得ている国内産業への資本の移動すたわ

ち産業構造のノフトを促進することから，国内産業におげる競争が激化し，国

内物価水準は下落することになる 。このようにして，国内産業も輸出産業も正

常利潤を回復し，また労働者の実質賃金率も以前の水準に復帰することになり

真の均衝が回復するが，この調整過程は旧平価のもとで強いられる不況化政策

（＝ 信用制限政策）によっ て， いっ そう促進されることにたる 。

　しかし，ケイソスは以上のような正統派経済学が想定する理想的た調整過程

の現実性を否定する 。そしてケイソスは，真の均衡を回復するための基礎的調

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７４）
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整（ｔｈｅｆｕｎｄａｍｅｎｔａ１ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ）は，困難で長く激しい苦痛を伴い・しかも不
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ０）
公正を拡大させるものであると主張するのである 。この金本位制復帰後の英国

経済をめくる問題は，ヶイソスの経済理論 ・政策論の展開 ・発展にとっ て・ き

わめて重要であり ，とりわけ『貨幣論（Ａ　Ｔｒｅａｔｉｓｅ　ｏｎ　Ｍｏｎｅｙ）』（１９３０年）に決

定的なイソパクトを与えたのである 。

　§３

　ケイソズが平価切上げに伴う調整プ ロセスについての正統派的見解を非現実

的であるとする論拠は次の３つに要約される 。

　賃金率の粘着性　貨幣賃金率は　般に，貨幣契約によって取り決められてお

り， 少なくとも短期的には硬直的である 。また同様の理由から，鉄道運賃 ・小

売流通部門の コスト ・税金 ・家賃 ・債務の利子支払額なども ，硬直的である 。

このために，国際的商品である食糧や原材料の輸入価格は，平価切上げによっ

てすみやかに下落するが，その効果の国内経済への波及は容易ではなく ，労働

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユユ）
者の生計費や企業の生産費は十分に低下しないのである 。

　このことは資本主義経済に固有なジレンマをひきおこす。それは資本主義的

貨幣経済のもとで，労働者の実質賃金率を決定する貨幣賃金率と生計費・企業

の利潤を決定する生産物価格と生産費を同時に決定する機構を欠いていること

によるものである 。なぜなら，もし企業の生産費が貨幣賃金率に，労働者の生

計費が生産物価格によっ て観定されるたらぼ，労働者にとっ ては生産物価格の

下落が貨幣賃金率の切下げを受げ入れるための前提条件であり ・他方・企業に

とっ ては，貨幣賃金率の下落か生産物価格を引下げる前提条件となるという ・

ジレソマに陥ることになるからである 。とりわけ労働者にとっ て・ 生計費のす

みやかな低下の保証のない貨幣賃金率の切下げに，強い低抗を示すのは当然の

　　　　　　　　ユ２）
行動であるといえる 。いずれにせよ ，真の均衡を回復するためには，貨幣賃金

率およひ国内物価水準の下落か不可欠な条件であるが，その実現は容易ではな

い。

　労働移動畦の欠如　平価切上げとそれに伴う不況化政策は・とりわけ不況 ’

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７５）
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停滞産業をい っそう深刻な事態に追いこみ，失業者を増加させるが，この失業

増大の圧力が労働移動を促進し，経済全体の貨幣賃金率を低下させ，失業を解

消させる効果はきわめて小さい。その理由は次の３つである 。

　第１に，労働者が職種や職場をかえるということは，容易でなく ，強い低抗

を伴うのが普通である 。たとえは，炭坑夫が短期問で銀行員やパソ職人になる

ことは事実上不可能であり ，同じ職種であ っても ，職場の地理的た移動には ，

　　　　　　　　　　　　　ユ３）
住宅問題が困難な障害となる

。

　第２に，英国のような発達した資本主義経済に固有な問題がある 。すたわち ，

賃金水準を維持し・労働者の新規参入を排除する労働組合の強大化や，失業保

険に代表される福祉政策の充実が，現実の労働移動性を低下させているのであ
差４１

　第３の理由は・英国の経済的進歩の停滞によるものである 。　般に，経済成

長率の高い経済では，成長産業の増大する労働需要が不況 ・停滞産業での余剰

労働力を積極的に吸収し，労働の移動性を高めるのに対して，経済成長率の低

い経済では，成長産業の活力が乏しく ，不況 ・停滞産業の余剰労働力は吸収さ

れるべき労働需要の不足から，労働の移動性は低下するのである 。したが って ，

新しい労働需要が創出されなげれぱ不況化政策によっ ていくら失業者を増大さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
せても，労働の移動性を高めることにはならない

。

　調整過程の不均等性と不公正性　不況の進行はすべての産業に波及するが
，

その及ぼす影響は肢行的かつ不均等であり ，しかも不公正である 。なぜなら ，

それによっ て不況産業や弱小企業ほど，大きな影響を受げ，そのために，十分

に低い貨幣賃金率はさらに切下げられることになり ，産業問 ・企業間の賃金格

差は拡大し，不公正は増大するからである 。すなわち，英国の場合には，低下

しなげれぱたらたい国内産業の貨幣賃金率よりもむしろ，輸出産業の貨幣賃金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
率の低下が強いられ，強い低抗と不公正性を生むのである

。

§４

以上の３つの論拠を支えているのは，ケイソスの成熟した資本主義経済観で

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７６）
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あり ，具体的には，英国経済がその成熟と経済的進歩の停滞ゆえに，経済組織

の流動性 ・伸縮性を著しく欠いているという認識である 。そしてヶイソズは ，

この経済組織の流動性という問題を，拡散の原理（Ｐｍｃ１ｐ１ｅ　ｏｆ　ｄ・丘ｕｓ１ｏｎ）とし

　　　　　１７）
て一般化した。拡散の原理とは，　ｒ経済組織にたんらかの撹乱が生じた場合 ，

それがすみやかに経済全体に波及し，新しい均衡が達成される」というもので

ある。このことからケイソズは，正統派経済学が「経済組織が十分に流動的か
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
つ伸縮的であり ，この拡散の原理が十分に有効な仮説であると仮定している」

として，その非現実性を批判したのであり ，しかも ，資本主義経済の固有の間

題は，経済調整をこの拡散の原理にたよらさるをえないところにあるといえる 。

そして，ヶイソスは英国経済における拡散の原理の喪失の理由として，本早

§３で指摘した３つの要因　　経済的進歩の停滞 ・労働組合の強大化 ・福祉政

策の充実をあげている 。

　以上のような，英国経済に関するケインズの認識は，本論第４章で述べた国

内投資 一国内産業型経済への転換をとのようにして実現するかという問題と関

連する 。

　ケイソズは，　「おそらくイギリスの輸出産業の一部は，工場設備においても

労働者においても ，どちらも過剰を抱えていたであろうし，そして国内産業に

向けてその資本と労働を移動させることは望ましくもあり ，長期的に見れぱそ
　　　　　　　　　　　　　　　　ユ９）
れは不可避でさえあ ったと思われる」と述へている 。もしそうたらぱ，旧平価

による金本位制復帰は，前述したように輸出産業型から国内産業型の経済構造

への転換を促進するものであり ，批判されるよりは，むしろ推奨されるべきで

あるといえる 。しかし，ケイソズがそれを厳しく批判したのは，まさに，英国

経済の流動性 ・伸縮性の欠如という認識によるものであり ，経済構造の転換を

白律的な経済の調整力にゆだねることは，高い経済的進歩のもとで十分な伸縮

性と流動性を保持していた１９世紀の英国経済ならぼ可能かもしれないが，それ

を喪失した当時の英国経済においては，矛盾を拡大し，解決をい っそう ，困難

にするからである（第１章§２の第２の分析視角）。 したが って，ヶイソズは「ポ

ソドの国際価値引上げに対する反対論の一つは，その引上げが国内価値と国際

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７７）
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価値との問に存在していた不均衡を軽減するどころか大幅に拡大させ，そして

われわれにデフレーショソ期を迎えさせることによっ て， 国内の業種に向げて

の労働の移転を容易にしたかもしれない国内向げ投資の拡大という積極策を
，

　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
必然的に遅らせたという事実であ った」と述べているのである 。

　このように，ケイソズは経済構造の転換を不況化政策によっ て促進すること

を否定したのであり ，国内産業の好況化政策によっ て， 実現しようとしたので
　２１）

ある 。そしてこれこそ，本論第４章で述べた海外投資批判 ・国家による国内投

資の助成 ・促進政策の意図したものである。しかし，事実上の平価切上げであ

る金本位制復帰はまさに，国際収支上の制約から積極的な好況化政策をとるこ

とをきわめて困難にしたといえる 。

　ケイソスが提起した上記の問題を，資本主義的貨幣経済論の発展 ・深化とい

う視点（第１章§２の第１の分析視角）からとらえるならぱ，それは相対価格と絶

対価格の二分法を非現実的なものとして否定したということになる 。すなわち ，

貨幣政策によっ て， 絶対価格水準を変化させようとする試みは，必然的に相対

価格を鐙乱させ，撹乱された相対価格は，経済の自律的な調整力によっ ては解

消されず，不均衡は慢性化する傾向をもつという認識である 。このような相対

価格と絶対価格の不可分の関係をヶインスは，　ｒ貨幣的変化は，すへての価格

に対して同じように同じ程度にあるいは同じ時点で影響するものではないとい

う事実が，それを重要な意義のあるものにしているのである。種 々の価格水準

の動きの不一致こそ，現に起こりつつある杜会的撹乱の証拠であり ，また同時
　　　　　　　　２２）
にその尺度でもある」と述べている 。

　このことは，我々が本論第３章§４で提起した正常物価水準の問題と関連す

る。 ケイソズは１９２４年の時点では，当時の為替 レートのもとで，英国の物価水
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
準と貨幣賃金率は，はぼ国内均衡と国際均衡を達成しつつあ ったとみている 。

したが って，旧平価による金本位制復帰は，現行の貨幣賃金率のもとで国内産

業に適正利潤を保証する正常物価水準を，新しいポソドの対外価値と適合する

ように下落させることを意味している 。本論第３章§４で述べたようにケイソ

ズが強く主張したのは，まさにこの正常物価水準を低下させることがきわめて

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７８）
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困難であり ，しかもそれが不公正を拡大させるということである 。すなわち ，

ケイソズがその現実性を否定したのは，イソフレーショソの収束期のように正

常物価水準よりも現実の物価水準が高い場合に現実の物価水準を引下げること

ではたく ，正常物価水準と現実の物価水準がはぼ均衡している時に，現実の物

価水準を引下げることによっ て正常物価水準を下落させようとすることである 。

な畦なら，前者はそれによっ て， イソフレーショソ期の特徴である企業の超過
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
利潤と高い貨幣賃金率が解消されるだけだからである 。

　以上のように，金本位制復帰後の英国の経験は，正常物価水準の重要性をい

っそう明確にするとともに，その引下げを強いられる資本主義経済の苦境と解

決の困難さを実証したといえる 。

　§５

　金本位制復帰後，英国経済が最悪の状況とな った１９２６年，ケイソズはｒ自由

放任の終焉（Ｔｈｅ　Ｅｎｄ　ｏｆ　Ｌａｓｓｅｚ－Ｆａｉｒｅ）』を出版するが，現在，このバソフレッ

トはヶイソスの資本主義経済観を最もよく示すものとして高く評価されている 。

しかし，その内容は概して　般的かつ抽象的であり ，ケイソスの主張の現実的

な関連は，十分には明示されていない。それゆえ，ここでは，ｒ自由放任の終

焉』およひ金本位制度復帰後の英国経済に関連して発表された諸論文を参照し

つつ，ケイソスの資本主義経済観の移成と展開という問題を，次の２つの論点

を中心に検討することにしたい 。

　第１の論点は，個人主義的 ・競争主義的資本主義経済に対する批判である 。

周知のように，資本主義経済体制において，自由な私的利益の追求と公的利益

の調和を保証するのは，競争的た市場 一価格機構であり ，正統派経済学は，ま

さにこの前提の上に構築された理論体系である 。ケイソズは既に，本論第３章

・第４章で述べたように，貨幣価値の安定化および海外投資問題などで自由放

任主義を批判してきたが，ここで彼は，金本位制復帰後の英国経済の状況から ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
競争的な市場 一価格機構のもつ欠陥を強く印象づげられるのである 。

　前述したように，金本位制復帰後の英国の輸出産業は，深刻な輸出不振によ

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７９）
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り崩壌の危機にまで追いこまれたにもかかわらず，各企業は適切な対応を欠き ，

事態をい っそう悪化させたのである（もちろん，旧平価による金本位制復帰とその

後の適切た政策の欠如という政府の失敗がその主たる原因であるが）。 たとえぱ，最も

深刻な打撃を受けた石炭産業の各企業は，協調主義を捨て，自己中心的な私的

利益の追求に走り ，その結果，過当競争の激化 ・過剰生産による価格ダソピソ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）グ・ 賃金切下げをめぐる労働者との対立という自減の道を進んでいくのである
。

　このことからケイソスは，２つの問題を提起する 。その第１は，競争経済の

非効率と不公正という問題である 。すなわち，現実の企業間の競争は過当競争

の状態を現出させ，弱小企業の状況をい っそう悪化させて不公正を拡大させる
。

しかも ・それによっ て生じる企業の倒産は，必ずしも生産設備の廃棄とはなら

ず， 産業の効率化を促進するものではたい。た普なら綿業界にみられるように

倒産した企業の生産設備は安い価格で他に転冗され，再ぴ生産に参加してくる
　　　　２７）
からである 。このようた競争経済をもつ非効率 ・不公正性をケイソスは『自由

放任の終焉』において巧みな比愉を用い，　「キリソの福祉を心にかげるたらば
，

餓死させられる首の短かいキリソたちの苦痛とか，あるいは生存競争のなかで

地面に落ち，踏みつげられる甘い葉のこととか，首の長いキリソたちの食べ過

ぎとか・群をなすキリソたちの温和な顔に影を落とす不安，すなわち闘争本能
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
むきだしの貧欲さの醜さとかを見過してはならない」と述べている

。

　第２の問題は，企業の体質と経営者の能力の問題である 。英国の輸出産業が

自滅の道を進んだのは，個人主義的 ・世襲的企業のもつ保守的で自已中心的な

性格によるところが大である 。しかも，英国経済の伝統である秘密主義は締業

界にみられるように，個々の企業が事態の深刻さを正しく把握することを妨げ

るとともに，協調主義によっ て産業全体の利益と効率性を追求するために必要

な知識の共有を不可能にしているのである 。ケイソスは，このような英国企業

への不信から，　ｒ今ではこの企業家も色樋せた偶像と化しつつある 。われわれ

をその手によっ て楽園に導いてくれるのがこの人であるのかどうか，ますます
　　　　　　　　　　２９）
疑わしくな ってきている」とし，さらに，個人主義的資本主義の知的衰頽の源

泉を企業の世襲制にあるとして，「富の譲渡や企業の支配にみられる世襲原則

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８０）
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は， 資本主義陣営の指導部〔指導性 ．指導力〕が弱体で愚かであることの理由

である 。・…・・ この世襲原則を墨守することほど，杜会制度を確実に衰頽させる

ものはないであろ；０〕と述べている
。また，ケイソズは英国の企業の秘密主義

を批判し
，　 「知識をブールすることなく行動をおこすことは・浪費と非効率以

外のなにものでもない。英国の産業界ほど，秘密主義と知識をプールすること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３１）
に対する不熱心さが，非効率の重要た要因とな っている国は他にない」と主張

しているのである 。

　以上のようた２つの問題は，競争均衡と企業の最適規模についての経済学上

の新たな間題を，提起することにたる 。なぜたら，英国の輸出産業こそ，正統

派経済学のいう「理想的な完全競争」の状態にあるといえるからである 。した

がっ てケイソズの批判は，まさに「完全競争は最適な資源配分と経済的均衡を

実現する」という正統派経済学の基本命題に向けられていることにたる ・ケイ

ソスはｒ小企業による自由競争に固執する産業　　典型的な例としては石炭や

綿業　　は，急速に破滅に向 っており ，また・彼らがそのやり方を変えない限

　　　　　　　　　　　３２）
り， それは続くであろう」，「我々が住んでいる径済世界の現実の性格からみて ・

旧い図式　　 ノェーマ（ｓｃｈｅｍａｔ・ｓｍ）はまっ たく時代遅れであ糺多数の小企

業が自らの将来を自己の判断にかげ，最も賢明なものが生き残るという想定は ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）
ますます非現実的たものとなりつつある」と指摘し・さらに・競争が自滅的た

過当競争への道を歩むために自由放任政策と両立しないヶ一スとして，小企業

が自己の利益のみを追求し，しかも企業の問接費が大きく ，生産停止よりも生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４）
産の継続が選択されるような産業をあげている ・そして１このようなヶ一スの

典型こそ，英国の輸出産業であるが，このことは単にそれにとどまらず・製造

業においては　般に，小企業による完全競争は理想的な状態ではないというこ

とをケイソズは示唆しているのである 。

　以上のことから明らかたように，我六はケイソズの個人主義的 ・競争主義的

資本主義経済に対する批判の積極的意義を，私企業体制のもとでの産業全体の

効率性と公正の実現という視点から，発達した資本主義経済の現実と正統派経

済学の想定する径済像とのギ ャッ プを指摘し・企業の最適規模および適正た競

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８１） ・
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争のあり方を追求したことにあるということができる
。

　　§６

　我々が検討すへき第２の論点は，ヶイソスの新しい資本主義経済体制への模

索という問題である 。本論第１章の冒頭で引用したように，ケイソスは資本主

義経済体制を代替可能な一つのソステムであるととらえ，さらにこのような比

較体制論の視点から，資本主義経済体制の最も基本的な特徴を，貨幣的動機に

よる私的利益の迫求であるとする 。すなわち，資本主義経済体制においては
，

私的利益の追求の自由と機会が保証され，それが人々の間で当然のものとして

評入れられることによ１ ・それがｒ生活の様式」として定着してきたのであ

る。

　ところで・このような私的利益の追求と全体の利益と調和するためには，高

い経済的効率性とともに，杜会的公正カ１達成され鮒ればならな３１１しかし
，

本早§５で述べたように・ヶイソスはこれを可能にすると考えられていた競争

的市場 一価格機構は，現実的には非効率で不公正な側面を強くもつことを明ら

かにしたのである 。それゆえにケイソスは，現実的競争経済の有効性について

の批判的検討をふまえ・資本主義的な「生活の様式」と両立し，しかも高い経

済的効率性と杜会的公正を実現しうる新しい経済体制　　すなわち新しい資本

主義的混合経済の方向を追求するのである
。

　このような観点からヶイソズが注目したのは，少数の賢明な大企業によっ て

産業が支配され，適度な競争状態が保持されている大企業経済体制であり
，ケ

イソズはここに「新しい産業革命の到来」をみるのである。すなわち，経済的

効率性のみならず生産技術の問題や新しい市場の開拓という課題からみても
，

求められているのはもはや小企業による競争的な経済ではたミ７１競争を適度に

制限された大企業に基礎をおく経済なのである 。それゆえにケイ：／ズは，「今
目， 求められているのは，労働界と同様，産業界におげる連合（ｃｏｍｂ１ｎａｔ１．ｎ）

である 。それを攻撃しようとするのは愚かであり ，しかも無益である 。我々が

なすべきことは・それを活用し，規制し，正しい方向に向わせることであ罰
　　　　　　　　　　　　　　　　’（４８２）
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と主張するのである 。

　またケイソズは，大企業は私的利益の追求から解放された有能な経営者によ

って運営され，自已杜会化されるとし，このような視点から，英蘭銀行，ロソ

ドソ港湾委員会，イギリス放送協会，中央電力局などの半公共体組織とともに ，

株式の分散化（株主の大衆化）によっ て所有と経営が分離しつつある経営老支配

の大株式会杜（大鉄道会杜，大公益事業会杜，大銀行，大保険会杜なと）の発展に注

目してい差ｇｌそしてヶイソズはこのような大企業がｒ私企業と分権化された管

理の有益性を維持しつつ，規模の利益と国有化の長所を最大限にいかす将来の

　　４０）

モデノレ」になることを期待しているのである 。

　以上のような大企業体制とともに，ケイソズが追求した新しい経済体制は ・

国家か積極的な役割を果たすという意味で資本主義的混合経済である 。すなわ

ち， ｒ経済的無政府状態から，杜会的公正と杜会的安定のために経済力を制御し

指導することを計画的に目指すような体制への移行は・技術的にも政治的にも ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○　Ｏ　○　○　Ｏ
はかり知れない困難を伴うことであろう 。それにもかかわらず・新自由主義
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４１）
（Ｎｅｗ　Ｌ１ｂｅｒａｌ１ｓｍ）の真の使命は，それらの困難の解決に立ち向うことにある」

とし，国家のな二すべきことを提示する 。しかしそれは
ｌ　 ｒ私的な諸個人がすで

に遂行しつつあるような活動に関係しているのではなく ，個人の活動範囲外に

属する諸機能や，轟以外には組主ら主しそ実行することの飢 ・ような諸決

定サこ関連してい
記ものであり ，今目的な視点からみれば，きわめて穏当で保

守的なものである 。

　以上のような基本的認識のもとに，ヶイソズが「なすべきこと」としてあげ

ているもののうち，この時期以後とりわけ重要となる好況化政策および貨幣価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）
値の安定化，貯蓄と投資の規模や方向の決定１人口の規模の決定というそれま

でに提案されていたものを除くと ，我 々が注目すべき提案は次の３つである 。

　その第１は，企業に関するあらゆる事実の　　必要とあらは法律による

全面的な公開ということを含む，事業状況に関する膨大な量の情報の収集と普

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４４）
及， 企業法の改正や企業会計の公開などである 。この提案は・既に述べた英国

企業の秘密主義を打ぢやぶるとともに，大企業の杜会的責任の自覚と大衆株主

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８３）
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化の進行をめざすものである 。しかしより重要なケイソズの意図は，これによ

って大企業体制のもつ欠陥である独占力の行使を，政府の力や国民的な監視に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５）よっ てコ：／トローノレ し， 阻止することにあるのである

。

　その第２は，労働者階級の賃金率や労働時問の決定を私的な交渉にゆだねる

のではなく ，労働者階級全体の経済的福祉の改善という観点からの，公的た錫
制を含む広範な労働政策の必要性を示竣する提案であ宕１そして

，この背景に

は金本位制復帰後の英国の経験から，開放経済体制のもとでの高賃金は，労働

者階級全体の経済的福祉の改善とはならず，むしろ失業を深刻化させたという

現実があり ，それゆえに，その後具体的に示されたケイソズの提案は貨幣賃金

率を抑制して企業利潤を回復させ，しかる後に政府の再分配政策 ・福祉関連支

出の増大によっ て・ 労働都皆級の実質生活水準を改善しようとするものであ箸１

　第３の提案は・労働者の再教育や労働の需給関係に関する情報を収集 ．普及
　　　　　　　４８）
することである ・この提案は国内経済の好況化政策と相まっ て， 本早§３で述

べた労働移動性の欠如を公的な政策によっ て克服しようとするものである
。

　以上・検討してきたように，ヶイソズがさし示している方向は，非現実的な

拡散の原理の想定のもとに，個人主義的な完全競争的経済の有効性を過信する

正統派経済学の資本主義経済観から脱皮し，賢明に管理され適正な競争状態が

保持される大企業経済体制と積極的な政府の役割に支えられた新しい経済体制

　　資本主義的混合経済のウィショソの追求なのである 。そしてそのもとでケ

イソスは競争経済のもつメリヅトが現実のものとして最大限に発揮され，資本

主義経済の真の発展が約束されるとみるのであり ，このような視点から２０年代

後半から３０年代にかげて，具体的な政策提言とそのための理論的基礎が急速に
　　　　　　　　　　　　　　　　４９）
展開されていくことになるのである 。（１９８３．１０ ．１５脱稿 ，未完）

　　 １）第１次大戦後 ，１９２０年のブリュッセル会議，１９２２年４月から５月にかげてのジ

　　　 ェノア会議において ，金本位制再建の方向が確認された。英国においてもこれよ

　　　 り先 ・１９１８年に『カソリフ　（Ｃｕｎ１１任ｅ）委員会（Ｃｏｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　ａｎｄ

　　　 Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　ａｆｔｅｒ　ｔｈｅ　Ｗａｒ）』
，（１９１９年１２月に報告書を議会に提出）が金

　　　本位制復帰をめざしてデフレ政策を勧告した。ブリュッセノレ会議およびジ ヱノア

　　　会議については ・Ｓａｙｅｒｓ・Ｒ・Ｓ
・丁加肋〃尾ゲ肋ｇＺｏ〃６．１８９１－１９４４．１９７６．〔西

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８４）
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川元彦監訳『イソクラソト銀行 ，１８９１～１９４４年上』 ，東洋経済新報杜 ，！９７９年
・

第８章を参照 。

　　また ，第１次大戦後の貨幣制度再興の状況および再興された英国の金本位制の

　詳細については，たとえぱ ，中西仁三ｒ貨幣理論と貨幣制度』有斐閣 ，１９５６年
，

　第４章第３節を参照 。

２）たとえぼ ，Ｒｏｂｅｒｔｓｏｎ，Ｄ．Ｈ，Ｍｏ岬
，１９４８・〔安井琢磨 ・熊谷尚夫訳『貨幣』

　岩波書店 ，１９５６年〕Ｐｐ．１４５－９を参照。また，金本位制復帰をめぐる対立的見解

　については，たとえぼ，末永隆甫『近代経済学の形成』ミネルヴ ァ書房 ，１９６９

　年，第３章を参照 。

３）　 ケイソズの金本位制に対する根本的な不信は，それが貨幣価値の安定化 ・信用

　循環の抑制のための積極的た政策をとることの障害とたるからである。このこと

　をヶイソズはｒそれゆえ，私は，物価，信用および雇用の安定を最も重要なもの

　と考え ，旧式の金本位は昔のようた安定性を少しも与えるものでたいと信ずるか

　ら ，戦前のような形での金本位復帰政策に対して反対するのである。」と述べて

　いる（『貨幣改革論』ケイソズ全集４ ，Ｐ
．１４４）。 および

“Ｎｏｔｅｓ　ｆｏｒ　ａ　ｓｐｅｅｃｈ　ａｔ

　ｔｈｅ　Ｎａｔｉｏｎａ１Ｌｉｂｅｒａ１Ｃ１ｕｂ ”， １３Ｄｅｃｅｍｂｅｒ１９２３，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐ
．１５９

．

４）　ｒ貨幣改革論』第４章の１ ，「平価切下げか，デフレーショソか」。

５）金本位制復帰までのケイソズのこの問題に対する以上のような見解については

　次の諸論文がある 。ｒ貨幣改革論』第４章の３ ，「金本位制復帰」 ，“ Ｇｏ１ｄ　ｉｎ１９２３ ”

　Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，２Ｆｅｂｒｕａｒｙ１９２４，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ１６４－１６８，“Ｔｈｅ

　Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｇｏ１ｄ ”， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，１６Ｆｅｂｒｕａｒｙ１９２４・ＪＭＫ　ＸＩＸ
・

　ｐｐ．１７３＿１７６ ，“ Ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ｍｏｎｅｔａｒｙ　Ｒｅｆｏｒｍ（Ｋｅｙｎｅｓ’ｓ　Ｓｐｅｅｃｈ）ＥＪ，Ｊｕｎｅ

　１９２４，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ２０６＿２１４，“
Ｔｈｅ　Ｐｏ１１ｃｙ　ｏｆ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ｅｎｇ１ａｎｄ ”， Ｎａｔ１ｏｎ

　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，１９Ｊｕｎｅ１９２４，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ＰＰ２６１－２６７ ，Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　ｔｈｅ

　Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　ａｎｄ　Ｂａｎｋ　ｏｆ　Ｅｎｇ１ａｎｄ　Ｎｏｔｅ　Ｉｓｓｕｅｓ，Ｍ１ｎｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖ１ｄｅｎｃｅ，１１

　Ｊｕ１ｙ１９２４
，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ＰＰ２４９－２５１，‘ Ｔｏ　Ｓ１ｒ　Ｃｈａｒ１ｅｓ　Ａｄｄ１ｓ

”・ ２５Ｊｕ１ｙ１９２４
・

　ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ２７０－２７２，“ Ｔｈｅ　Ｐｒｏｂ１ｅｍ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｏ１ｄ　Ｓｔａｎｄａｒｄ ”， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ

　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，２１Ｍａｒｃｈ１９２５，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ＰＰ３３７－３４４

６）　 ・Ｉｓ　Ｓｔｅｒ１１ｎｇ　Ｏｖｅｒｖａ１ｕｅｄ？” Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，４ａｎｄ１８Ａｐｒ１１１９２５
・

　ＪＭＫ　ＸＩＸ，ＰＰ３４９－３５４，「チャーチノレ氏の経済的帰結」１９２５年７月 ，ケイソス

　全集９『説得論集』所収 ，ＰＰ２４５－２４８

７）　 ・Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｅｎｇ１ａｎｄ ”， １４Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ１９２５ ・Ｌｅｃｔｕｒｅ　ｉｎ

　Ｍｏｓｃｏｗ，　ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ４３５＿４３６ ，　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ－Ｔｒａｄｅ
，

　１〉［ｅｍｏｒａｎｄｕｍ，９Ｊｕ１ｙ１９２５，ＪＭＫ　ＸＩＸ，Ｐ３８５

８）　 ケイソスはＣｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ・Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍで ・次のよ

　　　　　　　　　　　　　　　　（４８５）



６２　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３２巻 ・第４号）

　　　うに述べている 。「今，我国が直面している大きな間題は，いかなる調整プ ロセ

　　 スによっ て， 庇護された産業の価格（ｓｈｅ１ｔｅｒｅｄ　ｐｒｉｃｅｓ）を庇護されていたい産業

　　の価格（ｕｎｓｈｅ１ｔｅｒｅｄ　ｐｒ１ｃｅｓ）の水準まで引下げるかということである 。　
この点

　　について私は，委員会に対して満足できる解答を提出することはできない。穏当

　　た方法で庇護された産業の賃金率を全面的に切下げられるというのは明白ではな

　　 し・ 」　（ｏｐ ．　 ｃｉｔ，　ｐ．３８５）。

　９）　ｒチャーチノレ氏の経済的帰結」（前掲訳書）ＰＰ．２５２－２５４
．

　１０）　「チャーチ ノレ氏の経済的帰結」（前掲訳書）ＰＰ２５７－２５８Ｃｏｍｍｌｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｙ

　　 ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ・Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ，ｏｐ ．ｃｉｔ
，Ｐ

．３８５
．この問題をケイソズは基本的に

　　は固定為替制に固有の困難性としてとらえている 。“ Ｔｏ　ｔｈｅ　Ｅｄｉｔｏｒ　ｏｆ　Ｔｈｅ

　　Ｔ１ｍｅｓ
”， １９Ｍａｒｃｈ１９２５，ＪＭＫ　ＸＩＸ，Ｐ３４５

　１１）　 ケイソズは，平価切上げが財 ・サ ーピスの価格にどのような影響を及陵すかを

　　検討し，それらを調整スピードの大きい順に３つのグループに分類している

　　第１のクラス（綿花や銅のような国際貿易財） ・第２のクラス（貿易される工業

　　製品） ・第３のクラス（さまざまな国内のサーピス 価格）。 ｒチャーチル氏の経済

　　的帰結」（前掲訳書）Ｐ２５１ “Ｔｈｅ　Ｇｏ１ｄ　Ｓｔａｎｄａｒｄ－Ａ　Ｃｏｒｒｅｃｔ１ｏｎ ・， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ

　　 Ａｔｈｅｎａｅｕｍ・９Ｍａｙ１９２５，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ＰＰ３６３－３６４，Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ

　　 ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ，Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ，ｏｐ
　ｃ１ｔ，ｐ３８３，Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ

　　 Ｔｒａｄｅ・１〉【ｍｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖ１ｄｅｎｃｅ，９Ｊｕ１ｙ１９２５，ＪＭＫ　ＸＩＸ，Ｐ３９１　さらにヶイ

　　 ソズは，より詳細にこれらをクラスＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ １，
Ｅ２，早３に分類している 。

　　 ‘Ｔｏ　ｔｈｅ　Ｅｄ１ｔｏｒ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｔｍｅｓ ”， ２８Ａｕｇｕｓｔ１９２５，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ＰＰ４２７－４３４

　１２）　ケてソズ守 ｒチャーチル氏の経済的結帰」において次のように述べている
。

　　　「手べそ６人が同時に同じ引下げを受げ入れるならば
，生計費も下がり ，したが

　　 って名目賃金は低下しても ，従来とほとんど同じ実質賃金に相当しているだろう 。

　　しかし実際には，一斉に引下げを実施できるような機構などは存在しない。…

　　最初に攻撃を受ける人たちは生活水準の低下にさらされる。他の人たちもみた攻

　　撃を受け ，これが首尾よくいくまでは，生計費が下がらないからである。したが

　　 って ，彼らの自己弁護は正当化される 。最初に名目賃金が切下げられる階級は ，

　　その切下げ分が後目それに対応する生計費の低下によっ て補償され，他の階級に

　　利益を生畦しめるようなことはないという保証を得ることは，できないのであ

　　る 。それ故，彼らはできるだげ長期にわた って低抗せざるを得ない。」（前掲訳書

　　ｐ２４９）およぴＣｏｍｍ１ｔｔｅｅｏｎＩｎｄｕｓｔｒｙａｎｄ　Ｔｒａｄｅ，Ｍ１ｎｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖ１ｄｅｎｃｅ
，

　　 ｏｐ
．　 ｃｉｔ ，　Ｐ ．３９３

１３）　Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ，Ｍｍｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖ１ｄｅｎｃｅ，ｏｐ　ｃ１ｔ，ＰＰ３９５－

　　３９６，Ｐ
・４０４・ｒチヤーチノレ氏の経済的帰結」（前掲訳書）Ｐ．２６３

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８６）



　　　　　　　　ケイソズの資本主義経済観の彩成と展開２）（松川）　　　　　　　　　６３

１４）　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ ，Ｍｉｎｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖｉｄｅｎｃｅ，ｏｐ
・ｃｉｔ

・Ｐ
・３９６

１

　“ Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ｔｒａｎｓ１ｔ１ｏｎ　１ｎ　Ｅｎｇ１ａｎｄ ”， １５Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ１９２５ ，Ｌｅｃｔｕｒｅ１ｎ

　Ｍｏｓｃｏｗ，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ４４０＿４４１

１５）　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ ，Ｍｉｎｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖｉｄｅｎｃｅ・ｏｐ
・ｃｉｔ

・Ｐ
・３９６

・

　“ Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ｔｒａｎｓ１ｔ１ｏｎ　ｍ　Ｅｎｇ１ａｎｄ ”， ｏｐ　 ｃ１ｔ，ｐ４４０

１６）　「チャーチル氏の経済的帰結」（前掲訳書）Ｐ ．２６５－Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｆｙ

　ａｎｄ　Ｔｆａｄｅ，Ｍｉｎｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖｉｄｅｎｃｅ，ｏｐ ．ｃｉｔ
，ｐ

．３９３

１７）　 ・Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ｔｒａｎｓ１ｔ１ｏｎ　ｍ　Ｅｎｇ１ａｎｄ ”，
ｏｐ

　ｃ１ｔ，Ｐ４４０・「チャーチノレ氏の

　経済的帰結」（前掲訳書）ｐ．２５２，ｒ貨幣論Ｉ』ケイソズ全集５ ，第７章，価格水

　準の拡散 。

１８）　 “Ｔｈｅ　Ｅｃｏｎｏｍ１ｃ　Ｔｒａｎｓ１ｔ１ｏｎ１ｎ　Ｅｎｇ１ａｎｄ ”，
ｏｐ　ｃ１ｔ・Ｐ４４０

１９）　ｒチャーチノレ氏の経済的帰結」（前掲訳書）Ｐ
・２４８

２０）　「チャーチル氏の経済的帰結」（前掲訳書）Ｐ ．２４８

２１）　 Ｃｏｍｍ１ｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ，Ｍｍｕｔｅｓ　ｏｆ　Ｅｖ１ ｄｅｎｃｅ ・ｏｐ　ｃ１ｔ・Ｐ３９８
・

　ｐｐ４１１＿４１２　“ Ｒｅ１ａｔ１ｏｎ　ｏｆ　Ｆ １ｎａｃｅ　ｔｏ　Ｂｒ１ｔ１ｓｈ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ”Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ　Ｇｕｒｄ １ａｎ

　Ｃｏｍｍｅｒｃｉａ１，１５０ｃｔｏｂｅｒ１２９５，ＪＭ１Ｋ　ＸＩＸ，ｐ
．４４６

２２）　『貨幣論Ｉ』 ，（前掲訳書）Ｐ．９５．およびＰＰ
・８８－８９

，ＰＰ
・９２－９４

・

２３）　 ケイソズはＣＯｍｍｉｔｔｅｅ　ｏｎ　Ｉｎｄｕｓｔｆｙ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅで次のように証言している
。

　　「我々は ，１９２４年３月の時点で ，それ以前までの不均衡のほとんど大部分を解消

　　していたと思います。もし我六がその時点の為替 レートを維持し ，金本位制復帰

　への期待を喚起することなく ，信用緩和政策（ｅａＳｙ　ｍＯｎｅｙ）をとっ ていたたら

　　は ，現在までに失業間題は解決していくと確信しています。」ｏｐ　ｃ１ｔ・Ｐ３９０　お

　　よび「チャーチノレ氏の経済的帰結」（前掲訳書）ｐ ．２４７

２４）実際ヶイソズは，戦後イソフレーシ ョソの時期には，７～８％という銀行利

　　子率による信用制限政策をイソフレーシ ョソ抑制政策として ・提起してい札

　　・Ｍｅｍｏｒａｎｄｕｍ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｂａｎｋ　Ｒａｔｅ ”， １５Ｆｅｂｒｕａｒｙ１９２０，ＪＭＫ　ＸＶＩＩ，Ｐ１８３

　　また ，１９２５年当時の一般的な意識について ，セイヤーズは次のように述べてい

　　る。 ｒ１９２５年の決定には二つの意識された賭という要素があ った。一つの米国の

　　物価上昇に対する期待であ った。・一・第二の賭は英国の賃金の弾力性に関するも

　　のであ った。もっと限定的にいえぱ ，１９２０－２２年の問に高度の適応力を示した英

　　国の賃金が，さらにもう少し下がり得るだろう ，という希望が持たれていた 。

　　１９２４－２５年当時としては ，これら二つの希望はいづれも無理なものと見られてい

　　たわけではない。」（『イソグラソド銀行，１８９１～１９４４年上』前掲訳書，ＰＰ
・２９４－

　　２９５）この見解から明らかたように ，イソフレーシ ョソの収束期にあり ，企業の

　　超過利潤が解消しそれとともに高い貨幣賃金率が下落しつつある状況と ，ほぼ均

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８７）



６４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３２巻 ・第４号）

　　衡状態のもとで企業の利潤の減少 ・労働者の実質賃金の引下げを強いられる状況

　　　では・貨幣賃金率の下方伸縮性が異るという認識は一般的ではなか った 。

　２５）　 ケイソズは「チャーチル氏の経済的帰結」において ，ｒもしも ，自由放任と自

　　　由競争の仮説にもとづいて組み立てられた一つの経済学の原理を ，このような仮

　　説を急遠に放棄しつつある杜会に適用しつづげるならぱ，われわれはまさに１０回

　　　目の危険（その上に愚かなという文字のつく）を冒すことになろう」と述べてい

　　る（前掲訳書，Ｐ
．２６４）。

　２６）　 ヶイソズのこの問題に対する見解 ・政策提言として次の諸論文がある 。・ Ｃｏａ１：

　　Ａ　Ｓｕｇｇｅｓｔ１ｏｎ ”，　Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，　 ２４　Ａｐｒ１１　１９２６，　ＪＭＫ　ＸＩＸ
．

　　 ｐｐ５２５－５２９，４ Ｒｅ且ｅｃｔ１ｏｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｔｎｋｅ ”， Ｄｒａｆｔ，８Ｍａｙ１９２６，ＪＭＫ　ＸＩＸ

　　 ｐｐ５３１－５３４，‘ Ｂａｃｋ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｃｏａ１Ｐｒｏｂ１ｅｍ ”， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，１５Ｍａｙ

　　 １９２６・ＪＭＫ　ＸＩＸ・ＰＰ
・５３４－５３７，‘ Ｔｏ　Ｓｉｒ ．『ｏｓｉａｈ　Ｓｔａｍｐ ・， ６Ｊｕ１ｙ１９２６，ＪＭＫ

　　ＸＩＸ・ＰＰ５５８－５５９ ，“ Ｍｒ　Ｂａ１ｄｗ１ｎ’ｓ　Ｑｕａ１ｍｓ ”， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，１０

　　Ｊｕ１ｙ１９２６，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ５５９－５６３

　２７）　 ‘Ｔｈｅ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｙａｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ｇ， Ｎａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，２４Ｄｅｃｅｍｂｅｒ

　　 １９２６・ＪＭＫＸＩＸ・Ｐ５９８およぴＢｏｗｋｅｒ，Ｂ，Ｌ伽６０ｓん榊〃〃〃 伽Ｈｏ刎舳１ ．

　　 １９２８
・〔谷口豊三郎訳『ラソカシアの歩んだ道』青泉杜刊，１９５６年〕の第５章

。

　　上記の論文以外のラソカノヤー綿業界の再建に関するケイソスの論文としては
，

　　次のものがある 。４ ＴｈｅＰｏｓ１ｔ１ｏｎ　ｏｆｔｈｅ　Ｌａｎｃａｓｈ１ｒｅＣｏｔｔｏｎ Ｔｒａｄｅ ・， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ

　　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，１３Ｎｏｖｅｍｂｅｒ１９２６，ＪＭＫ　ＸＩＸ　 ｐｐ５７８＿５８５　“Ｔｈｅ　Ｐｒｏｓｐｅｃｔｓ

　　 ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌａｎｃａｓｈ１ｒｅ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｔｒａｄｅ ”， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，２７Ｎｏｖｅｍｂｅｒ

　　 １９２６，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ５８７－５９２，“ Ｔｏ　ｔｈｅ　Ｅｄ１ｔｏｒ　ｏｆ　Ｍａｎｃｈｅｓｔｅｒ　Ｇｕａｒｄ１ａｎ
”，

　　 １０Ｊａｎｕａｒｙ１９２７，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ６０７－６０９，“Ｔｈｅ　Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｔｔｏｎ

　　 Ｙａｍ　Ａｓｓｏｃ１ａｔ１ｏｎ ”， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，２７Ａｕｇｕｓｔ１９２７，ＪＭＫ　ＸＩＸ

　　 ｐｐ．６１０＿６１４，　 “Ｎｏｔｅｓ　ｆｏｒ　ａ　ｓｐｅｅｃｈ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｙａｍ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ ”， ６

　　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ１９２７，ＪＭＫ　ＸＩＸ，ｐｐ６１４－６２１，“Ｔｈｅ　Ｒｅｔｅａｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｙａｍ

　　Ａｓｓｏｃ１ａｔ１ｏｎ ９， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ，１９Ｎｏｖｅｍｂｅｒ１９２７，ＪＭＫ　ＸＩＸ
，

　　 ｐｐ６２２＿６２７，６ Ｌａｎｃａｓｈ１ｒｅ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔ１ｏｎ ”， Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ
，２

　　 Ｆｅｂｒｕａｒｙ１９２９・ＪＭＫ　ＸＩＸ　ｐＰ６３２－６３６　この問題についての比較的詳しい説

　　明としては，ハロッド『ケイソズ伝』（前出訳書）Ｐ．４２４－４３１がある
。

２８）　「自由放任の終焉」ケインズ全集９ ，ｒ説得論集』所収，Ｐ．３４１およびＰＰ．３３８

　　 －３３９
．

２９）　「自由放任の終焉」（前掲訳書）Ｐ・３４３
・またケイソズは「戦後イソグラソド銀

　　行による通貨および信用政策の誤り ，族坑所有者の頑迷 ，ラソカシャーの指導者

　　たちの明白な自殺行為，これらは進歩と後退のまじりあ った現代に対するわが国

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８８）



　　　　　　　　ケイソズの資本主義経済観の形成と展開（２）（松川）　　　　　　　　　６５

　の実業家達の適合性と適応性の問題を提起する 。彼ら　　　世代前か二世代前に

　はわれわれか誇 っても間違いなく ，また誇りに値した階級　　はどうな ってしま

　っ たのであろうか。彼らはあまりにも古くなり ，あるいはあまりにも時代遅れに

　在 ってしまっ たのであろうか。」と述へている 。“ Ｔｈｅ　Ｐｏｓ１ｔ１ｏｎ　ｏｆｔｈｅ　Ｌａｎｃａｓｈ１ｒｅ

　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｔｒａｄｅ ”，
ｏｐ ．ｃｉｔ

．ｐ
．５８５

３０）　ｒ私は自由党員か」１９２５年８月 ，ケイソズ全集９ ，『説得論集』所収・Ｐ
・３５９

・

３１）　
・Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ９， ｔｈｅ　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｌ１ｂｅｒａ１Ｃａｎｄ１ｄａｔｅｓ　Ａｓｓｏｃ１ａｔ１ｏｎ　ａｔ

　ｔｈｅ　Ｎａｔ１ｏｎａ１Ｌ１ｂｅｒａｌ　Ｃ１ｕｂ ，５Ｊａｎｕａｒｙ１９２７，ＪＭＫ　ＸＩＸ　 ｐ６４４

３２）　 ・Ｌｉｂｅｒａ１ｉｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ”，
ｏｐ ・ｃｉｔ

・Ｐ
・６４２

・

３３）　 ・Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ”，
ｏｐ　ｃ１ｔ・Ｐ６４１

３４）　 ・Ｔｈｅ　Ｃｏｎｔｒｏ１ｏｆ　Ｒａｗ　Ｍａｔｅｒ１ａ１ｓ　ｂｙ　Ｇｏｖｅｍｍｅｎｔｓ ”・ Ｎａｔ１ｏｎ　ａｎｄ　Ａｔｈｅｎａｅｕｍ
・

　１２Ｊｕｎｅ１９２６，ＪＭＫ　ＸＩＸ，Ｐ５５０　そしてヶイノズはこのような場合には ・

　　ｒ政府が介入することは避げがたく ，また正当であると思われる 。これと逆の自

　由放任政策は狂気のき走である」と述べている
。

３５）　 ｒ自由放任の終焉」においてケイソズは次のように述べている 。ｒもう一方の

　想定は，最大限の努力を引き出す嘉由 としての私的な金儲けの自由にたいして有

　効な機会が与えられ，しかも実に，その機会が必ず与えられるということであ

　　る
。…… かくして ，人間のさまざまた動機のうちでもっとも有力なものの一つ ・

　すなわち貨幣愛（１０ｖｅ　Ｏｆ　ｍｏｎｅｙ）こそが，富の増大にもっともよく適した方法で

　経済資源を配分する仕事のために利用されるのである。」（前掲訳書・Ｐ
・３３９）

・お

　　よび「厚シア管見」１９２５年１２月 ，ケイソズ全集９ ，『説得論集』所収・Ｐ
・３１９

・

３６）　
ヶイソズは，「非宗教的た資本主義が究極的には宗教的な コミュニズム を打ち

　　負かすべきだとすれぱ，それが，経済面でより効率的であるというだげでは十分

　　でない一それは数倍も効率的でなけれぱならない」と述べている。「ロシァ管

　　見」（前掲訳書）Ｐ ・３１８
・

３７）　 ・Ｌｉｂｅｒａ１ｉｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ”，
ｏｐ ・ｃｉｔ

・Ｐ
・６３８

・Ｐ
・６４２

３８）　 ・Ｌｉｂｅｒａ１ｉｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ”・
ｏｐ ・ｃｉｔ

・Ｐ
・６４３

・

３９）　・ Ｔｏ　ｔｈｅ　Ｅｄ１ｔｏｒ　ｏｆ　Ｔｈｅ　Ｔ１ｍｅｓ
”， ２５Ｍａｒｃｈ１９２５・ＪＭＫ　ＸＩＸ・ＰＰ３４７－３４８

・

　　ｒ自由放任の終焉」（前掲訳書）ＰＰ
・３４５－３４６，‘ Ｌｉｂｅｒａ１ｉｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ”・

ｏｐ
・

　　ｃ１ｔ，ＰＰ６４１－６４２英国企業の個人企業的性格については，たとえぱＡ１１ｅｎ　Ｇ　Ｃ
・

　　丁加Ｓ左閉６伽２０１１〃伽ｓ右ブツ伽Ｂ７伽加，１９６１，〔上田宗次郎 ・山鹿俊一訳『イギ

　　 リスの産業構造』ミネルヴ ァ書房，１９７２年〕のＰＰ・２３７－２３９を参照。また・ケ

　　イソズも共同執筆者であるＢ７伽〃ｓ〃伽〃ｏＺ　Ｆ〃≠舳・（１９２８）において・私

　　企業から公企業までのさまざまな企業の形態を指摘し・「純然たる私的な個人企

　　業から公共企業への連続は，つぎ目のない段階および中間的段階の一つである」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４８９）



６６　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３２巻 ・第４号）

　　　と述べている 。（同書ＰＰ．６３－６４）

　４０）　 ‘Ｌｉｂｅｒａｌｉｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ”，
ｏｐ ．ｃｉｔ

，Ｐ
．６４６

．

　４１）　ｒ私は自由党員か」（前掲訳書）Ｐ．３６６
．

　４２）　 「自由放任の終焉」（前掲訳書）Ｐ・３４８・　
またヶイソズはこのような資本主義

　　的混合経済（新自由主義）について ，「向うべき方向は秩序であり知性によっ て

　　管理される杜会である 。それは階級闘争や略奪，高度に集権的な国家杜会主義で

　　はない。我々は，大企業が観制された競争と両立しうる最大隈の分権化を必要と

　　 している」（“Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ”ｏｐ　ｃ１ｔ
，Ｐ６４３）と述へている 。さ

　　らにヶイソズは，１９３９年にこれを自由杜会主義（Ｌｉｂｅｒａ１Ｓｏｃｉａｌｉｓｍ）と口乎び，次

　　のように要約している 。ｒ問題は我々が１９世紀の自由放任国家から脱げ出し ，自

　　由杜会主義の時代に移行する用意があるかどうかということである。私の意味す

　　 る自由杜会主義とは，我々が共通の目的のために，杜会的，経済的正義を促進す

　　 るために，組織された杜会として行動することができるが，他方，個人一彼の
　　選択の自由 ，彼の信仰，彼の精神とその表現，彼の企業と彼の財産一を尊重し

　　保護するようた体制のことである 。」 “Ｄｅｍｏｃｒａｃｙ　ａｎｄ　Ｅ冊ｃ１ｅｎｃｙ ”， Ｔｈｅ　Ｎｅｗ

　　 Ｓｔａｔｅｓｍａｎ　ａｎｄ　Ｎａｔ１ｏｎ，２８Ｊａｎｕａｒｙ１９３９，ＪＭＫ　ＸＸＩ，Ｐ５００

４３）　「自由放任の終焉」（前掲訳書）Ｐ．３４９－３５０
．

４４）　「自由放任の終焉」（前掲訳書）Ｐ３４９，“Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ・， ｏｐ　ｃ１ｔ
，

　　 ｐ６４５，‘ Ｔｈｅ　Ｐｕｂ１１ｃ　ａｎｄ　Ｐｒ１ｖａｔｅ　Ｃｏｎｃｅｍ ”， Ｎｅｗｓｐａｐｅｒ　Ｒｅｐｏｒｔ　ｆｒｏｍ　Ｍａｎ
－

　　 ｃｈｅｓｔｅｒ　Ｇｕａｒｄ１ａｎ・１Ａｕｇｕｓｔ１９２７，ＪＭＫ　ＸＩＸ，Ｐ６９７

４５）　 “Ｔｈｅ　Ｐｕｂ１ｉｃ　ａｎｄ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｃｏｎｃｅｍ ”，
ｏｐ ．ｃｉｔ

，Ｐ
．６９８

．

４６）　 “Ｌｉｂｅｒａ１ｉｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ”，
ｏｐ ．ｃｉｔ

，Ｐ
．６４６

．

４７）　 ケイソズは・１９３０年に再びこの問題をとりあげ，より具体的た方策（杜会保険

　　の国家負担，年金，保養 ・教育施設，低家賃住宅，子供 ・家族手当など）を提起

　　 している ・“Ｔｈｅ　Ｑｕｅｓｔｉｏｎ　ｏｆ　ＨｉｇｈＷａｇｅｓ ”， Ｔｈｅ　Ｐｏ１ｉｔｉｃａ１Ｑｕａｒｔｅｒ１ｙ，Ｊａｎｕａｒｙ－

　　Ｍａｒｃｈ１９３０，ＪＭＫ　ＸＸ，ｐｐ
．１４－１５

．

４８）　 “Ｌ１ｂｅｒａ１１ｓｍ　ａｎｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ”，
ｏｐ

　ｃ１ｔ，ＰＰ６４６－６４７

４９）　 ヶイソスは『貨幣論』（１９３０）以後，有効需要論の視点から，国家のなすへき
　　 ことの具体的な内容 ・その理論的基礎を明らかにしていくが，それを含め国家の

　　なすへきことのより広範でかつ具体的な提案については，“Ｓｔａｔｅ　Ｐ１ａｍｍ９ ”，

　　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ・１４Ｍａｒｃｈ１９３２，ＪＭＫ　ＸＸＩ　ｐＰ８８－９０を参照
。

（４９０）




